
＜徳島拠点＞車両による構内入門ルール（社外・出張者）

構内への車両乗り入れについては、正門保安室で入門手続きの上、誘導に従って
指定駐車場に駐車してください。

＜入門手順＞
①正門入口より入門し待機所へ駐車（エンジン停止）

②保安室にて入門手続き（乗り入れ許可証を受取り）
③セキュリティーカードを受取入門にタッチ
③車両前面から見える位置に「乗り入れ許可証」を掲示
⑤指定駐車場へバックで駐車（来客用駐車場・出張者用駐車場）

＜退門手順＞
①正門出口通路の保安室横に停車
②セキュリティーカード返却
②保安室にて退門手続き、「乗り入れ許可証」返却

＜制限事項＞
・構内制限速度 対面通行通路 30㎞/h 

棟間通路 20㎞/h
・構内高さ制限 4ｍ
・一方通行 左図、矢印の通り
・通行禁止時間 7:50～8:35（平日のみ）

※大型トラックのみ休日も当該時間を通行禁止とする
※休日はES事業部カレンダーを基準とする

・駐車方法 後方駐車（バック駐車）

・通路への駐車は禁止（荷下ろしのみは可能）

8:30～9:30は入門車両が多く非常に混雑しますので分散して入場ください。お願い

構内マップと一方通行
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